
（仮称）さっぽろ読書・図書館プラン2027骨子（案）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１　計画の位置づけ、計画期間及び対象

⑴ 位置づけ
○次の３つの市町村計画を兼ねたものとする。
　●図書館法に基づく図書館の設置及び運営上の望まし
い基準（H24年12月19日文部科学省告示第 172 号）に
定める市町村計画
●子どもの読書活動の推進に関する法律（H13年法律第
154号 ）に定める市町村計画
●視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律
（読書バリアフリー法）（R元年法律第49号）に定める
市町村計画

〇このほか、札幌市まちづくり戦略ビジョン、札幌市教
育振興基本計画などの個別計画とも位置付ける。

(3) 計画期間
○R9年度(2027年度)からR13年度（2031年度）
までの5年間 

⑵ 現計画との関係
○札幌市ではR2年度に市民の読書活動への支援
を総合的に進め、社会全体で子どもの読書活動
を支える環境を整えるとともに、図書館の運営
やサービスの基本的な考え方を示すための計画
である「さっぽろ読書・図書館プラン2022（以
下、「現計画」という。）」を策定した。
○現計画の計画期間がR8年度末で終了すること
から、次期計画として「仮称）さっぽろ読書・
図書館プラン2027」を策定する。

(4) 計画の対象 
○乳幼児から高齢者までのすべての市民 
○図書館、学校等の読書活動と関わりのある団体

(5) 対象事業 
○札幌市における市民の読書活動の推進に資
する事業及び図書館運営に係る事業 

３ 計画策定にあたり考慮すべき環境変化

⑴ 社会環境の変化 
　〇人口減少と少子高齢化の進行
　　（労働力不足、シニア就労・社会参加） 
　〇家族形態・地域社会の変化
　　（単身世帯の増加、地域の教育力低下） 
　〇暮らしにおけるデジタル化の拡大
　　（情報格差解消の必要性） 
　〇SNSや生成AIの進展（情報リテラシー教育の必要性）
　〇多様性を認め尊重していくことへの社会的要請 
⑵ 読書環境や図書館運営を取り巻く環境の変化 

〇成人の読書活動の状況 
　価値の多様化やデジタル化の拡大といった社会環境の変

化の中で、全国的に不読率が上昇する一方、R7年度に札
幌市が実施した読書活動についてのアンケートの結果で
は、５年前の同調査と比較して不読率は減少している
（R2:43.3%→R7:35.7%）。

〇子どもの読書活動の状況 
　全国的な傾向として、中学生の不読率の上昇が目立つ。

一方、R7年度に札幌市が実施した読書活動についてのア
ンケートの結果では、５年前の同調査と比較して高校生
の不読率が大きく上昇している（R2:33.1%→R7:48.9%)。

〇視覚障がい者等の読書環境の整備 
　読書バリアフリー法がR元年度（2019 年度）に施行。 
　視覚障がい者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に

推進R6年度で第1期基本計画が終了、R7年度から5年間を
対象とする第2期基本計画が新たに策定された。

〇 札幌市の図書館の現状 
　図書館来館者の総合満足度が高い傾向（R6年度(2024 年

度) 満足の割合が 94.1％）。一方で、厳しい財政状況を
反映し、特に図書購入費予算を確保することが難しい状
況や施設の老朽化が進んでいる。

〇社会環境や読書活動・図書館運営を取り巻く環境の変化に応じ、図書館政策も柔軟に対応していくことが求められる。 
〇本市の厳しい財政状況を勘案しつつも、多様化する利用者ニーズに応えていくため、持続可能な図書館サービスを構築して
いくことが求められる。

２　国及び北海道の動向

R2（2020）視聴覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画の策定 
R4（2022）学校図書館図書整備等 5 か年計画(第 6 次)の策定 
R5（2023）子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画(第 5 次)
　　　　　北海道子どもの読書活動推進計画(第 5 次)の策定
R7（2025）視聴覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画(第 2 期)の策定 

４　さっぽろ読書・図書館プラン2022における成果と課題

〇市民の誰もが文字・活字文化に親しむ基盤の整備
や読書を楽しむ機会の充実を図る
〇来館が難しい方や障がいのある方の読書環境の充
実を図る
〇市民による情報の収集や活用を支援する
〇読書を支える多様な活動を支援する

〇全ての市民の課題解決を支援する
〇身近な地域の学びの場としての機能を強化する
〇地域の生涯学習と情報の拠点となることを
目指す

〇あらゆる機会・場所で子どもが読書に親しむ環境を
作る
〇市民に子どもの読書推進の意識を共有する
〇発達段階ごとに効果的な支援に取り組む
〇子どもの興味や関心に応じた活動を支援
して物事を探求する姿勢を養う

〇将来にわたって持続可能な図書館とするための
取組を進める
〇社会経済情勢や市民ニーズ応じた図書館サービ
スの検討を進める
〇民間活力導入を含む図書館の効果的・効率的な
管理運営手法を引き続き検討する

主な成果

今後の主な課題
・20歳代以下の世代の図書館利用率
の低さ  
・電子媒体と紙媒体のそれぞれの特　
性を踏まえた情報提供の在り方
・高校生世代の不読率の上昇
・電子図書館サービスの利用促進
・利便性向上と業務効率化に資する
　図書館DXの検討
・図書館職員の育成
・施設の老朽化
・図書館の効率的な運営検討

さっぽろ読書・図書館プラン2022の成果指標

　

読書が好きな子どもの割合 （％）

2020年 2022
年

2024
年

小学校5
年生

78.5 76.7 73.5

中学校2
年生

69.8 71.3 69.7

高校2年
生

70.1 70.2 69.4

　〇16歳以上の大人の読書活動の状 況 

（出典：令和５年度「国語に関する世論調査」の結果の概
要より「１か月に読む本の冊数」）

　〇児童・生徒の不読率（1か月に本を1冊も読まなかった子
どもの割合）推移  

（出典：公益社団法人全国学校図書館協議会「第69回学校読
書調査」より）

　〇１ヶ月に読む本（紙媒体）の量  

（出典：国立青少年教育振興機構　「子どもの頃の読書活動の効
果に関する調査研究」より（調査対象：全国の20～60 代））
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「さっぽろ読書・図書館プラン2022」の取組項目「図書館の
役割や在り方に関する調査・研究」に基づき、図書館の将来
の在り方について、Ｒ４・５年度に調査を実施した。その中
で導かれた札幌市がめざすべき図書館像と期待される効果は
以下のとおり。

P

　〇１か月に読む本の冊数が０冊の人の割合（％） 

（出典：文化庁「国語に関する世論調査（R５年度及びH30年
度）」より）

★不読率最新の状況
学校図書館１１月号
高校生：48.3→55.7
中学生：23.4→24.2
小学生：8.5→9.6

・成人の不読率、来館者含めると
（H26：37.2→R2：24.8→R7：16.1）で
減少トレンドとなる。
H26は来館者を除いた数字を出してお
らず、H26含めて数字を使うなら来館
者含めた数値で比較しないと正確なト
レンドが出ない。
・が、「国語に関する世論調査」は層化
二段無作為抽出なので、来館者は抜
いたほうが良い。
・よって、R２とR7のみに言及することと
する

基本方針１
「市民の読書環境の充実と情報活用の支援」

基本方針２
「子どもの読書環境の充実と読書活動の支援」

⇒有料の予約本郵送サービス（ヨムヨム便）、
電子図書館に児童書の読み放題パックを導入 

⇒「こども本の森 札幌・北大」の開設（R8夏）

基本方針３
「全ての市民の学びと情報の拠点としての環境
　整備」

　図書館の利用満足度
　R2年度 　　　　R6年度
(2020年度)　→　(2024年度)
　92.0％　　　　　94.1％
（目標値：93％　R8年度（2026年度））

（出典：来館者アンケート）

⇒企画展示やセミナーの充実、PAPA MAMA BOOKS

基本方針４
「持続可能な図書館サービスを見据えた図書
　館運営」

⇒貸出券のWeb仮登録機能の導入、図書館の在り
方調査研究、ふるさと納税（企業版）による寄
付（こども本の森）

（出典：札幌市教育委員会独自調査）

R2（2020）視聴覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画の策定  
R4（2022）学校図書館図書整備等  5 か年計画 (第 6 次)の策定  
R5（2023）子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画 (第 5 次)
　　　　　北海道子どもの読書活動推進計画 (第 5 次)の策定
R7（2025）視聴覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画 (第 2 期)の策定  
R7（2025）？ 図書館の設置及び運営上の望ましい基準の改正（見直し検討中）  

国

図書館法
子どもの読書活動の
推進に関する法律

視覚障害者等の読書
環境の整備の推進に

関する法律

図書館の設置
及び運営上の
望ましい基準

(H24年
(2012年))

子どもの読書活動の推
進に関する基本的な計

画(第4次)
(R5年(2023年))

道 北海道子どもの読書活
動推進計画(第5次)
(R5年(2023年))

さっぽろ読書・図書館プラン2027
（計画期間：R9年度(2027年度)から5年間）

ビジョン編

戦略編

アクションプラン2023
(計画期間：R4～R13年度(2022～2031年度))

第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン
(計画期間：R5～R9年度(2023～2027年度))

　その他個別計画
・第3次札幌市生涯学習推進構想
・第5次さっぽろ子ども未来プラン
・さっぽろ障がい者プラン2024　など

第２期札幌市教育振興基本計画
(計画期間：R6～R15年度(2024～2033年度))

総合計画

個別計画

視覚障害者等の読書環
境の整備の推進に関す
る基本的な計画(第二

期)
(R7年(2025年))

整合性を確保
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６　基本方針

基本方針２
「すべての市民の読書環境の充実と本や
情報と出会える空間づくり」

７　計画の推進体制

⑴ 計画の推進体制 
　毎年度、附属機関である図書館協議会にアンケート結果や計画の実施状況を報告し、進捗管理を行うとともに、点検・評価を受けた上で、次年度以降の改善に生かす。
⑵ 計画の見直し 
　計画策定後の社会情勢、市民の読書活動や図書館を取り巻く環境の変化などにより、見直しが必要となった際については、適宜計画の見直しを行う。

基本方針３
「子どもの学びと成長を支える読書環境の
充実と読書活動の支援」

基本方針１
「時代の変化に対応する、学びと創造の
情報拠点の整備」

基本方針４
「市民とともに築く、持続可能な図書館運
営の実現」

○市民のニーズに応える、効果的で多様な資料
の収集・提供
○文字・活字文化に親しむ基盤の整備や読書を
楽しむ機会の充実の推進
○多様性を尊重した、誰もが読書に親しめる環境
づくり

例えば…
■多種・多様で有用な資料の収集
■高齢者・障がい者等に向けたサービス
■行事・展示・棚づくり

○あらゆる機会・場所で子どもが読書に親しめる
環境づくり
○子どもの知的好奇心を引き出し、「自ら学ぶ力」
を育む支援の実施
○子どもの読書活動を支える連携体制と環境基
盤の整備

例えば…
■子どもの読書のきっかけづくり
■保護者向け講座
■学校やボランティアとの連携
■探求心、考える力を育てる取組

○市民の課題解決支援
○身近な地域の学びの場としての機能強化
○地域展開と多様な連携による、学びの機会と場
の拡充

例えば…
■レファレンス機能充実
■情報リテラシー向上支援
■セミナー・講演会
■（仮）行政支援を通した市民サービスの向上

○図書館を支える人材の育成と協働体制の強化
○資料の収集・保存体制の充実と経営基盤の強
化
○持続可能な運営基盤の確立と継続的なサービ
スの改善

例えば…
■職員（特に司書）の育成・研修
■官民連携の推進
■運営手法・施設改修・施設計画等検討

５　次期計画の方向性と基本理念

観点３：取組の継続・持続可能性
情報化の進展や地域の教育力の低下、 多様性の要
請など、環境の変化に柔軟に対応し、広い視野で図
書館政策や読書環境の充実を考える観点

今後とも全ての市民にとって必要性の高い取り組み
を継続するとともに、図書館運営を前向きに持続する
ために、財源や人材確保、事業内容など様々な見直
しを考える観点

観点２：変化に対応した読書環境・図書館

基本理念：「すべての市民の生涯にわたる学びや創造的な活動を支える」

方向性

など

方向性

など

方向性

など

方向性

など

方向性

など

方向性

など
方向性

など

地域活動の支援

身近な課題解決
関係団体との連携

読書の基盤整備

サービス水準の適正化

資源の選択と集中

ニーズに応じたサービス提供

＝今後の方向性

観点１：地域展開
これまで以上に地域・コミュニティの重要性が増す中、地域特性を踏ま
えた上で市民が身近な地域で自ら学び、サービスを活用する方法を考
える観点

８　今後のスケジュール（概要）

P

○令和８年10月～11月：パブリックコメント実施　
○令和９年３月：計画の策定・公表

観点３：取組の継続・持続可能性

情報化の進展や地域の教育力の低
下、多様性と包括性など、環境の変化
に柔軟に対応し、広い視野で図書館政
策や読書環境の充実を考える観点

市民にとって必要性の高い取組を継続
するとともに、図書館運営を持続する
ために、財源や人材確保、事業内容な
ど様々な見直しを考える観点

観点２：変化に対応した読書環境・図書館

基本理念：「すべての市民の生涯にわたる学びや創造的な活動を支える」

方向性

など

方向性

など

方向性

など

方向性

など

方向性

など

方向性

など

方向性

など

地域活動の支援

身近な課題解決
関係団体との連携

読書の基盤整備

サービス水準の適正化
資源の選択と集中

ニーズに応じたサービス提供

観点１：地域展開

地域・コミュニティの重要性が増す中、地域特性を踏まえた上で市
民が身近な地域で自ら学び、サービスを活用する方法を考える観
点

随時、図書館協議会及び教育委員会会議に協議・報告

計画の
策定・
公表

Ｒ８年度

市民アンケート調査
（令和７年６～７月）

計画骨子作成

計画素案作成
パブリックコメ
ント／キッズコ

メント
計画最終案作成

※随時、図書館協議会及び教育委員会会議に協議・報告

Ｒ９年３月Ｒ８年４月
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